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令和 ７ 年 10 月 14 日

第 １３８４９ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第336号
　石川県統計調査条例（平成21年石川県条例第15号）第３条の規定により、県統計調査について次のとおり告示す
る。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　県統計調査の名称
　　石川県介護・福祉人材に関する実態調査
２　県統計調査の目的
　 　県内の介護・福祉事業所に勤務する介護・福祉職員の実態を明らかにすることにより、石川県における介護・福
祉人材の確保対策の検討を行うための基礎資料を得ることを目的とする。
３　県統計調査の対象とする範囲
　 　調査日時点において設置されている県内の介護保険サービスを実施する事業所（福祉用具貸与及び特定福祉用具
販売を除く。）のうちから無作為抽出（計1,300事業所）及び当該事業所の従業員のうち事業所の長により選定され
た者（計1,300名）
４　県統計調査の報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
　⑴　報告を求める事項
　　 　事業所の従業員数、職種別の過不足状況、運営上の問題点、早期離職防止策、従業員への教育・研修内容、就
業形態及びその他介護・福祉人材に関する事項

　⑵　基準となる期日又は期間
　　　令和７年10月１日現在
５　県統計調査の報告を求める者
　　調査対象として選定された者
６　県統計調査の報告を求めるために用いる方法
　　調査対象として選定された者に対して郵送で調査票を配布し、郵送またはオンラインで回収する方法で行う。
７　県統計調査の報告を求める期間
　　令和７年10月17日（金）から同年11月25日（火）まで

石川県告示第337号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急病院として次のとおり認定

　　　　告　　　示
○県統計調査の実施 （厚生政策課）　１
○救急病院の認定 （医療支援課）　１
○令和７年度に石川県において締結が見込まれる建設工
　事の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要
　な資格等 （監　理　課）　２

　　　　公　　　告
○公共測量実施公告 （監　理　課）　３
○公共測量実施公告 （　　同　　）　４
○公共測量終了公告 （　　同　　）　４
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した。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限
公 立 松 任 石 川 中 央 病 院 白山市倉光三丁目８番地 令和７年10月６日 令和10年10月５日

石川県告示第338号
　令和７年度に石川県において締結が見込まれる特定調達契約（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令（平成７年政令第372号。以下「特例政令」という。）第４条に規定するものをいう。）に関し、競争
入札に参加する者に必要な資格の基本となる事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等を次のとおり告示する。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達をする特定役務の種類
　 　調達をする特定役務（特例政令第２条第４号に規定するものをいう。）の種類は、建設工事であって、建設業法
（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）別表第１の上欄に掲げるものとする。
２　申請の時期
　　申請は、随時受け付ける。
３　申請の方法
　⑴　申請書の入手方法
　　 　当県所定の競争入札参加者資格審査申請書（以下「申請書」という。）は、⑷に掲げる交付場所において、競
争入札に参加する者の資格の審査を受けようとする者に交付する。

　⑵　申請書の提出方法
　　 　競争入札に参加する者の資格の審査を受けようとする者は、申請書に次の書類を添え、⑷に掲げる提出場所に
提出すること（郵送の場合は、書留郵便とすること。）。

　　ア　納税証明書
　　イ 　法第27条の27の規定による経営規模等評価結果通知書及び法第27条の29第１項の規定による総合評定値通知

書の写し（令和６年10月１日直前の事業年度の終了の日を審査基準日とするものであること。）
　　ウ　その他知事が必要があると認める書類
　⑶　申請書等の作成に用いる言語
　　ア 　申請書等は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載されているものは、日本語の訳文

を付記し、又は添付すること。
　　イ 　添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号）第16条に規定する外国

貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
　⑷　申請書の交付場所及び提出場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県土木部監理課入札・契約グループ　電話番号　076－225－1712
４　競争入札に参加する者の資格の審査を受けることができる者
　　次のいずれにも該当する者とする。
　⑴ 　法第３条第１項の規定による許可を受けており、かつ、法第27条の23第２項に規定する経営事項審査を受け、

当該審査の結果について、法第27条の29第１項の規定による総合評定値の請求をしている者
　⑵ 　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業を営む事業主である個人又は団体に
あっては、雇用する労働者が同法第４条第１項に規定する被保険者となったことについて、同法第７条の規定に
よる届出をしている者

　⑶ 　健康保険法（大正11年法律第70号）第３条第３項及び厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第６条第１項
に規定する適用事業所の事業主である個人又は団体にあっては、当該適用事業所の事業主となったことについ
て、健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定による届出をしている者

　⑷　申請日の１月前までに納期限の到来した県税（個人県民税を除く。）及び消費税を完納している者であること。
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した。
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て、健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定による届出をしている者

　⑷　申請日の１月前までに納期限の到来した県税（個人県民税を除く。）及び消費税を完納している者であること。

3令和７年 10 月 14 日（火曜日） 第 1 3 8 4 9 号石　川　県　公　報

　⑸　次のア又はイに掲げる者でないこと。
　　ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の４第１項に該当する者
　　イ 　令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争入札に参加させないこととされた者

のうち、当該期間を経過しない者
５　競争入札に参加する者の資格の審査等
　⑴ 　競争入札に参加する者の資格の審査は、３⑵により提出された申請書及び添付書類に基づき、４に規定する事

由について行う。
　⑵ 　石川県が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務の一般競争入札並びに指名競争入札に参加
する資格を得ようとする者に必要な資格等（平成８年石川県告示第354号）に基づく審査において令和７年度の
競争入札に参加する者の資格を有すると認められた者については、この告示による競争入札に参加する者の資格
を有する者とみなす。

６　資格審査結果の通知
　 　競争入札参加資格者（この告示に基づく審査において競争入札に参加する者の資格を有すると認められた者をい
う。以下同じ。）を決定したときは、競争入札参加資格者決定通知書により通知する。
７　競争入札参加資格者の当該資格の有効期間
　⑴　決定の日から令和８年３月31日までとする。
　⑵ 　令和８年度以降に石川県において締結が見込まれる特定調達契約に関し、競争入札の参加を希望する者は、別
途公示を行うので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

８　申請書の変更届
　 　競争入札参加資格者は、次のいずれかに変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならな
い。
　⑴　商号又は名称
　⑵　所在地
　⑶　代表者
　⑷　代表者以外の役員又は理事
　⑸　資本金
　⑹　郵便番号
　⑺　電話番号
　⑻　契約等に関する権限の受任者の内容
　⑼　建設業許可の内容
　⑽　申請業種の全部又は一部取下げ
９　資格の取消し等
　 　知事は、競争入札参加資格者が次の⑴から⑶までのいずれかに該当するに至ったときは、当該資格を取り消すも
のとする。
　⑴　４⑴から４⑶までに掲げる要件に該当しない者となったとき。
　⑵　令第167条の４第１項又は第２項に該当したとき。
　⑶　３⑵に定める申請書の内容及び添付書類の重大な事項について、故意に虚偽の記載等をしたとき。

公　　　　　　　　告

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　



4 令和７年 10 月 14 日（火曜日） 第 1 3 8 4 9 号石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年８月30日から
令和８年２月27日まで

小松市古府町地内

公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年８月30日から
令和８年２月27日まで

小松市古府町地内

公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年８月30日から
令和８年２月27日まで

小松市千代町地内

公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 深 測 量）

令和７年10月１日から
令和８年１月30日まで

白山市白峰、尾添、中宮、荒谷、瀬 
戸、木滑新地先

公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年10月１日から
令和８年３月６日まで

能美市牛島町

公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年10月１日から
令和８年３月６日まで

能美市佐野町

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、白山市番匠町土地区画
整理組合理事長から、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和７年10月３日から
同年12月26日まで　　

白山市番匠町地内

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、農林水産省北陸農政局
土地改良技術事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和７年10月14日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和６年10月11日から
令和７年８月25日まで

七尾市能登島曲町、能登島通町、能 
登島半浦町、能登島無関町

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和６年11月６日から
令和７年８月28日まで

輪島市小池町鵜入


